
ハイパー上乗せ健保プラン（業務災害総合保険）
業務災害補償特約（医療費用補償保険金）、疾病入院医療費用補償特約（拡張型）、
がん通院治療費用支援特約（拡張型）、所得補償保険金支払特約、フルタイム補償特約 等セット

貴社オリジナルの「健康保険の上乗せ補償制度」をつくりませんか？

2022.12版 2022年7月1日以降保険始期用業務災害総合保険

プランイメージ

病気やケガの入院による公的医療保険制度の一部負担金などを補償！1

※お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。
※「がん通院治療費用支援特約（拡張型）」は、「疾病入院医療費用補償特約（拡張型）」とセットでお引き受けします。
※補償内容につきましては、業務災害総合保険のパンフレット等をご覧ください。
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がんの通院による公的医療保険制度の一部負担金などを補償！2
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病気やケガで働けなくなったときの所得を定額で補償！3

※所得補償保険金、免責期間、支払対象期間には所定の条件があります。
※本図は補償イメージをわかりやすく説明するために簡略化したものです。企業の休職制度などにより上記と異なる場合があります。
※補償内容につきましては、業務災害総合保険のパンフレット等をご覧ください。
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公的医療保険制度の一部負担金の補償や傷病手当金の上乗せ補償をする制度です。

ココを
補償します！最高15万円/月

※お支払額は労災保険からの給付や高額療養費などを差し引いた額となります。
※病気とケガの補償範囲および補償内容につきましては、業務災害総合保険のパンフレット等をご覧ください。



保険期間開始前に既に被っていたケガまたは発病していた病気、保険期間開始前に発病または診断確定されていた原
発性がんおよびその再発・転移により生じたがんに対しては補償できません。
また、病気・所得を補償する特約およびフルタイム補償特約については、事業主、常勤※の法人役員、社員、常勤※の
パート・アルバイトの方が対象となります。なお、所得を補償する特約は、保険期間の開始日時点で満75歳以上の方は
対象とはなりません。
※常勤とは…ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上
　に該当する場合をいいます。

法人が契約者として、従業員全員（役員を含みます。）のために負担する保険料は、全額が損金扱いとなります。
※法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用（2022年11月現在）

【セカンドオピニオンアレンジサービスのご利用例】
●他の治療方法はないのか、相談したい。
●手術することになったが、他に選択肢はないの？

●先進医療が必要らしい。どうしたらいいの？
●専門医の意見を聞きたい。

※本サービスは、ティーペック株式会社に委託してご提供します。サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。

●このチラシは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わ
せください。また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書（「契約概要」「注意喚起情報」等）を、事前に必ずご覧く
ださい。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。

4AA-171(B-230001)22-12 50K(AC)

お問い合わせ・お申し込みは

〒105-8602 東京都港区虎ノ門4-3-20　

03-6848-8500
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.aig.co.jp/sonpo

大切な従業員の病気やケガに対する不安を軽減し、
より働きやすい職場づくりを目指しませんか！？

出典：東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」（平成31年3月）

病気および所得を補償する特約のみでのご契約はできません。ご契約条件は、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせ
ください。

27.3％治療費が高い、治療費がいつ頃、いくらかかるか見通しが立たない

24.5％働き方を変えたり休職することで収入が減少する

24.5％治療の後遺症や副作用等の影響で通勤することが困難

16.7％体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務ができない

12.2％治療・経過観察・通院目的の休暇・休業が取りづらい

治療と仕事を両立する（就労継続する）上で困難であったこととして、経済的な理由が上位にあがっています!!

治療費の不安

休職等による収入減の不安

個別告知は不要で、従業員の方を無記名で補償！4

保険金の受取人は、役員・従業員ご自身！ 保険料は、全額損金計上！6

セカンドオピニオンやメンタルケアカウンセリングなどの無料サービス付き！7

保険料は、年令・性別に関わりなく、
貴社の事業内容および売上高により決定！5

ご注意


